
第１回 都市計画マスタープラン
策定委員会

と き ： 平成30年７月９日（月）

午前10時～

ところ ： 春日井市役所 301,302会議室



本日の次第

１ あいさつ（まちづくり推進部長）

２ 都市計画マスタープランの策定について

３ 現都市計画マスタープランの検証

４ 計画の策定にあたって捉えるべき事項

５ その他

第１回都市計画マスタープラン策定委員会



2 都市計画マスタープランの策定について

都市計画マスタープランとは

都市計画法第18条の２

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構
想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の
都市計画に関する基本的な方針（以下、この条において「基本方針」とい
う。）を定めるものとする。
２

市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催
等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
３

市町村は基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、
都道府県知事に通知しなければならない。
４
市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

第１回都市計画マスタープラン策定委員会
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新たに策定する必要性

本格的な人口減少が始まった時代の将来を見据え、持続可能な都市経営を
検討するため。

第六次総合計画が平成３０年２月に改定し、愛知県の定める都市計画区域
マスタープランが平成３０年度に公表予定であり、上位計画に即した都市
計画マスタープランに見直すため。

都市再生特別措置法の改正により、コンパクトなまちづくりと公共交通網
との連携によるまちづくりが求められるため。

①

②

③

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

2 都市計画マスタープランの策定について

都市計画マスタープランとは
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第六次総合計画
（平成30年２月改定）

都市計画マスタープラン

・土地利用やまちづくりの

基本的な方針

立地適正化計画（平成30年３月公表）

・人口減少社会を見据え、住宅や

都市機能の促進を図り持続可能

なまちづくりの目指す

上位計画

その他関連計画

春日井市下水道計画、高蔵寺リ・ニュータウン計画、公共施設等マネジメント計画など

都市計画区域マスタープラン
(平成30年度公表予定)

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

2 都市計画マスタープランの策定について

計画の位置づけ
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第１回都市計画マスタープラン策定委員会

2 都市計画マスタープランの策定について

都市計画区域マスタープラン（平成３０年度公表予定）概要

都市計画区域マスタープランとは

都市計画法第６条の２の規定に基づき、
長期的な視点にたった都市の将来像を明
らかにし、その実現に向けての大きな道
筋を明確にするため、都市計画区域ごと
に都市計画の基本的な方向性を県が広域
的見地から定めるものです。

（主な項目）

●都市計画の目標

●区域区分の決定の有無および区域区分を

定める際の方針

●主要な都市計画の決定等の方針

現在、都市計画区域マスタープランは愛知県で策定中

■愛知県の都市計画区域図（本市は尾張都市計画区域）
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第１回都市計画マスタープラン策定委員会

2 都市計画マスタープランの策定について

第六次総合計画（平成３０年２月）概要

総合計画とは

基本構想 市の将来像

暮らしやすさと幸せをつなぐまち かすがい

総合的なまちづくりを計画的に進めるための指針で市の最上位の計画

基本計画 政策分野５ 「都市基盤・産業」

○めざすまちの姿
快適な住環境が整ったまち
活力を生み、人が集い交流するまち

第六次総合計画の概要

○施策（市の取り組み）
①都市基盤整備の推進と公共交通の整備
②産業の振興と安心して働ける環境づくりの推進 5



◆立地適正化計画とは、居住

や都市機能の緩やかな誘導を

図り、関連する分野と連携を

図りながら、行政と住民や民

間事業者が一体となって集約

型都市構造の構築に取り組む

ための制度です。

定める事項定める事項定める事項定める事項 内内内内 容容容容

居住誘導区域 ●市街化区域内において居住
を誘導すべき区域。

都市機能誘導区域 ●居住誘導区域内において医

療・福祉・商業等を誘導し、都
市の拠点となるべき区域。

誘導施設 ●都市機能誘導区域ごとに立
地を誘導すべき都市機能。

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

2 都市計画マスタープランの策定について

立地適正化計画（平成３０年３月）概要
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第１回都市計画マスタープラン策定委員会

2 都市計画マスタープランの策定について

立地適正化計画（平成３０年３月）概要

本市における都市機能誘導区域・居住誘導区域
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策定委員会

◆学識経験者 3名

◆区長町内会連合会

◆商工会議所

◆愛知県（都市計画課）事務局
（都市政策課）

推進会議
（関係部署 部長級職員）
・企画政策部 ・財政部
・産業部 ・まちづくり推進部
・建設部 ・上下水道部
・健康福祉部 ・青少年子ども部

作業部会
（関係部署 課長級職員）
・企画政策課 ・財政課
・管財契約課 ・企業活動支援課
・農政課 ・都市整備課
・ニュータウン創生課 ・建築指導課
・道路課 ・公園緑地課
・河川排水課 ・上下水道経営課
・地域福祉課 ・介護・高齢福祉課
・障がい福祉課 ・子ども政策課

庁内策定組織

市長

指示 報告

都市計画審議会

諮問・報告

答申・意見等

市民参加（案）

地域懇談会
提案・意見

提示

協議

パブリックコメント

ＷＳ方式各地区×２回

子育て職員ＷＳ

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

策定体制
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第１回都市計画マスタープラン策定委員会

2 都市計画マスタープランの策定について

スケジュール

第
１
回
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市
計
画
マ
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定
委
員

会

平成30年度（今年度）

地
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懇
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ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等

都
市
計
画
審
議
会

（
全
体
構
想
等
）

都
市
計
画
審
議
会
（
中
間
案
）

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

都
市
計
画
審
議
会
（
最
終
案
）

公
表

第
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回
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ン
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定
委
員

会

第
３
回
都

市
計
画
マ
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ー
プ
ラ

ン
策

定
委
員

会

※平成31年度も３回程度、策定委員会を
開催予定
※平成31年度も３回程度、策定委員会を
開催予定

平成31年度（次年度）
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都市像の実現に向け、施策の方針を位置づけた分野

現都市計画マスタープランにおける目指すべき都市像現都市計画マスタープランにおける目指すべき都市像

整備プログラムの
実施状況を整理
整備プログラムの
実施状況を整理

3 現都市計画マスタープランの検証

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

にぎわいと活力に満ち いつまでも住み続けたい 未来に輝くまちにぎわいと活力に満ち いつまでも住み続けたい 未来に輝くまち

土地
利用

市街地
整備

道路・
交通

公園・
緑地

住宅・
住環境整備

都市防災
・防犯

都市
景観

成果指標の
目標値の検証
成果指標の
目標値の検証

施策方針に基づき、各種事業の進捗状況や、事業進捗に伴
い成果指標の数値がどのように変化しているかを整理し、施策
方針の達成状況を検証

施策方針に基づき、各種事業の進捗状況や、事業進捗に伴
い成果指標の数値がどのように変化しているかを整理し、施策
方針の達成状況を検証
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3 現都市計画マスタープランの検証

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

現都市計画マスタープランの検証

○整備プログラムとは

現都市計画マスタープランの地域別構想に示した主な取組みにつ
いて、策定時を基準に、短期（５年）・中期（１０年）・長期
（１０年以上）の３段階に分けて、その主体と役割を示したもの

○成果指標とは

目標の達成状況を把握するもので、第五次総合計画で示された
指標でデータによる客観的指標と市民意識による主体的指標を示
しています。
また、この指標は全体構想における分野ごとに設定しました。
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3 現都市計画マスタープランの検証

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

総括

○交通環境については、公共交通の利用者数が増化しており、土地区画整理事業の進捗と合わせ、各種

道路の整備が進んでいるほか、鉄道駅周辺の施設整備（自由通路等）による利便性の向上が進んでい

る。

○公園・緑地については、土地区画整理事業の進捗と合わせ、適切に公園緑地の整備が進んでいるほか、

市民農園等による身近な緑地の整備も進んでいる。

○住環境については、土地区画整理事業の進捗により良好な住宅地が新たに創出できているほか、下水

道整備の進捗等により、居住環境の維持・向上に向けた取組みが進んでいる。

○防災については、地震等の災害時の防災機能の強化に向け、マンホールトイレの整備や雨水調整池が

進んでいる。

上記の総括に対し、そのそのそのその他他他他にににに取取取取りりりり組組組組んでいくべきんでいくべきんでいくべきんでいくべき事項事項事項事項や、今後の社会情勢社会情勢社会情勢社会情勢をををを踏踏踏踏まえまえまえまえ

たなかでたなかでたなかでたなかで、、、、取取取取りりりり組組組組んでいくべきんでいくべきんでいくべきんでいくべき事項事項事項事項に関する意見を伺いたい

○土地利用については、鉄道駅周辺の拠点整備や、土地区画整理事業が着実に進捗しているなど、計画

の方針に基づいた施策が進んでいる。

12



4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

都市づくりに関する国の動向①

出典：国土交通省資料
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4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

都市づくりに関する国の動向②
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4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

都市づくりに関する国の動向③

出典：国土交通省資料
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4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

人口推計

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

視点１：人口減少・少子高齢化への対応

既存施設の管理・更

新費の増大への対

応

市街地の

防災性の強

化

産業の

維持・活性

化

地域資源の

維持・活性

化

50,799 44,243 43,692 44,951 46,032 43,271 40,808 37,974 35,922 34,219 33,323

194,282

205,845
207,102

201,552 196,130 185,242

183,087 180,823 175,104 165,952
152,482

21,211 27,461 36,525 48,009 61,925 75,000
81,004 81,046 81,426

83,880
89,848

266,599
277,589

287,623 295,802
305,569 306,508 304,899 299,843 292,452

284,051
275,653

8.0%
9.9%

12.7%

16.2%

20.3%

24.5%
26.6% 27.0% 27.8%

29.5%
32.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1990

（H2）

1995

（H7）

2000

（H12）

2005

（H17）

2010

（H22）

2015

（H27）

2020 2025 2030 2035 2040

0～14歳 15～64歳 65歳以上 65歳以上割合

（人） 実績値 推計値

これまでは、人口増加による住宅地の提供や工業、商業地の提供を進めて

きたなか、今後の人口減少や高齢化が進む中で、どのような土地利用、市街

地整備（高蔵寺ニュータウンの対策等）を目指していくべきか 17



（参考）人口増減（H17～H27）

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

18



第１回都市計画マスタープラン策定委員会

4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

（参考）人口密度の増減（H17～H27）
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4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

視点２：産業の維持・活性化

1,307 1,181 1,069 903 766 693 638

31,200
30,020

26,825
24,357 24,378 24,279 24,574

810,015 790,344

728,123
701,499

668,761

724,743 748,281

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1990

（H2）

1995

（H7）

2000

（H17）

2005

（H17）

2010

（H22）

2014

（H26）

2017

（H29）

（百万円）（人・事業所）

事業所数 従業者数 製造品出荷額等

持続的な都市経営に向け、活力と雇用を生み出す産業振興を図るため、春

日井ＩＣをはじめ、本市の広域交通のポテンシャルを活かした効果的な産業

基盤の創出をどのように目指していくべきか 20



4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

視点３：子育て世代が魅力的と感じる都市づくり

子育て世代にとって住みたくなる魅力的な居住環境を提供するため、どの

ように効果的なかつ戦略的な土地利用、市街地整備（拠点整備）を目指して

いくべきか

小学校の児童数（H29）と増減（H25～H29）
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#####
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男性（日本人移動者）（人）

女性（日本人移動者）（人）

（人） 転入超過数（－は転出超過数）

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

年齢別の転入・転出超過数

22

男性（日本人移動者）

0～4

歳

 5～

 9歳

10～

14歳

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85～

89歳

90歳

以上
総数

転入 384 175 67 384 1,023 1,128 902 632 418 266 152 104 80 56 49 22 17 9 6 5,874

転出 467 176 66 277 928 964 821 673 455 258 185 136 92 89 48 30 33 27 6 5,731

転入

超過
-83 -1 1 107 95 164 81 -41 -37 8 -33 -32 -12 -33 1 -8 -16 -18 0 143

女性（日本人移動者）

0～4

歳

 5～

 9歳

10～

14歳

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85～

89歳

90歳

以上
総数

転入 378 166 74 208 704 1,074 690 468 250 154 120 72 78 59 45 33 37 41 35 4,686

転出 446 189 86 169 651 879 748 492 298 157 115 82 94 90 57 54 58 38 30 4,733

転入

超過
-68 -23 -12 39 53 195 -58 -24 -48 -3 5 -10 -16 -31 -12 -21 -21 3 5 -47

単位：人

単位：人

資料：総務省住民基本台帳人口移動報告（2014年）



4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

視点４：安心・安全な市街地形成への対応

市民に安全・安心な居住環境を提供するため、生活道路等の歩行環境の改

善や、水害に対する安全な住宅地の形成をどのように目指していくべきか 23



4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

第１回都市計画マスタープラン策定委員会

視点５：既存施設の管理・更新費の増大への対応

公共施設の継続的な維持・更新をするためには、効果的な財政投資を実施

していくことが必要である。既存ストックをどのように有効活用していくこ

とが魅力的な都市づくりに繋がるのか。

「公共施設等のあり方に

関する基本方針」におけ

る公共施設の更新費用の

試算結果
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第１回都市計画マスタープラン策定委員会

4 計画の策定にあたって捉えるべき事項

視点１：人口減少・少子高齢化への対応

視点２：産業の維持・活性化

視点３：子育て世代が魅力的と感じる都市づくり

視点４：安心・安全な市街地形成への対応

視点５：既存施設の管理・更新費の増大への対応
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